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有料老人ホーム等 

有料老人ホーム等のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の１項又は２項に該当し、

かつ３項及び４項に該当するものとする。 

１ 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームで、次の各号に該当するものであるこ

と。 

(1)  その設置及び運営が県の定める「愛知県有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合して

おり、県の有料老人ホーム担当部局と十分な連絡調整がとれたものであること。 

(2)  当該有料老人ホームに係る入居の権利関係は、利用権方式又は賃貸方式のものであるこ

と。 

(3)  当該有料老人ホームが、市街化調整区域に立地する医療機関又は特別養護老人ホーム等

が有する医療、介護機能と密接に連携しつつ立地する必要がある場合等、施設の機能、運

営上の観点から市街化区域に立地することが困難又は不適当なものであること。 

 ２ 介護保険法施行規則第15条第3号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅（高齢者の居住の安

定確保に関する法律施行規則第3条の2に規定する共同利用の場合に限る。）で、次の各号に

該当するものであること。 

(1)  介護保険法第41条第1項の指定居宅サービス事業者又は同法第42条の2第1項の指

定地域密着型サービス事業者により、特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型を

除く。）又は地域密着型特定施設入居者生活介護が行われるものであり、かつ、当該事業

者自ら施設を建築し運営するもので、介護保険担当部局との十分な連絡調整の上、安定

的な経営確保が図られていることが確実と判断されるものであること。 

(2)  当該適合高齢者専用賃貸住宅が、市街化調整区域に立地する医療機関が有する医療機

能と密接に連携しつつ立地する必要がある場合等、施設の機能、運営上の観点から市街

化区域に立地することが困難又は不適当なものであること。 

３ 市の福祉施策及び都市計画の観点から支障がないものであること。 

４ 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受 

けられるものであること。 


